
�愛媛県規則第１号

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部を改正する規則

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則（昭和３２年愛媛県規則第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第１（第２条関係）

総合支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、失業者等のある世帯その

他日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために

就労支援、家計指導等の継続的な相談支援並びに生活費及び一

時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込ま

れる世帯であつて、次のいずれにも該当するものとする。

�～� 省略

� 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他

の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費

を賄うことができないこと。

２～１０ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第１（第２条関係）

総合支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、失業者等のある世帯その

他日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために

就労支援、家計指導等の継続的な相談支援並びに生活費及び一

時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込ま

れる世帯であつて、次のいずれにも該当するものとする。

�～� 省略

� 失業等給付、就職安定資金融資 、生活保護、年金等の他

の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費

を賄うことができないこと。

２～１０ 省略
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�愛媛県告示第１号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の２第１項の規定により、次のとおりクリーニング師の資質の向上を図るための研修

を指定した。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 研修の名称

クリーニング師研修

２ 主催者

東京都港区新橋六丁目８番２号

財団法人全国生活衛生営業指導センター

理事長 井 元 弘

３ 研修の種類、開催日及び場所

種 類 開 催 日 場 所

集合して行う研修 平成２４年２月１２日（日）
松山市花園町３－６

学校法人河原学園
愛媛医療専門大学校

平成２４年３月１１日（日） 西条市ひうち１番地の１６
ひうち会館ホテルひうちつどい

４ 受講料

５，０００円

��������������
�愛媛県告示第２号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の３の規定により、次のとおりクリーニング所又は無店舗取次店の業務に関する知識

の修得及び技能の向上を図るための講習を指定した。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習の名称

クリーニング業務従事者講習

２ 主催者

東京都港区新橋六丁目８番２号

財団法人全国生活衛生営業指導センター

理事長 井 元 弘

３ 研修の種類、開催日及び場所

種 類 開 催 日 場 所

集合して行う研修 平成２４年２月１２日（日）
松山市花園町３－６

学校法人河原学園
愛媛医療専門大学校

平成２４年３月１１日（日） 西条市ひうち１番地の１６
ひうち会館ホテルひうちつどい

４ 受講料

４，５００円

�������
�愛媛県告示第３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに四国中央市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグコスモス三島宮川店

四国中央市三島宮川一丁目２３３０－１

告 示

愛 媛 県 報平成２４年１月１０日 第２３３２号

２



� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２４年８月２２日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，６３４平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

６４台

イ 駐輪場の収容台数

１０台

ウ 荷さばき施設の面積

９９．０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

９．０立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

２４時間

２ 届出年月日

平成２３年１２月２１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日か

ら１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ本郷 新居浜市本郷１丁目
８８９－１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジほか３
者

株式会社フジほか２
者

平成２３年
６月１日
外

平成２３年
１２月２０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

��������������

愛 媛 県 報平成２４年１月１０日 第２３３２号
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�愛媛県告示第５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ本郷 新居浜市本郷１丁目
８８９－１ 外

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ２箇所 ３箇所 平成２４年

１月３１日
平成２３年
１２月２０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１０条第２項の規定により、

西条市小松町新屋敷甲１７８７番地藤井清孝外２２名から認可申請のあっ

た西条市小松町第五土地改良区は、平成２３年１２月２１日成立した。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

平成２３年１２月２８日、南予地域森林計画を立てた。

南予地域森林計画に係る地域森林計画書及び森林計画図は、南予

地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成２３年１２月２８日、肱川地域森林計画を変更した。

肱川地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課において公衆の縦覧に

供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成２３年１２月２８日、中予山岳地域森林計画を変更した。

中予山岳地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、中予地方局産業経済部久万高原森林林業課において公衆の縦

覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成２３年１２月２８日、東予地域森林計画を変更した。

東予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

東予地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成２３年１２月２８日、今治松山地域森林計画を変更した。

今治松山地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、東予地方局産業経済部今治支局森林林業課及び中予地方局産

業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛 媛 県 報平成２４年１月１０日 第２３３２号
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�愛媛県告示第１２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき、平成２４年１月１日次のように共同漁業及び区画漁業を免許した。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第３項の規定に

より、一定の水域を次のように定める。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１年貝真珠養殖業又は２年貝真珠養殖業

加入区の名称 区 域

宇和海第２４６加入区 宇区第２６０号漁業権漁場の区域

�愛媛県告示第１４号
愛媛県卸売市場条例（昭和４７年愛媛県条例第２５号）第８条の規定に基づき、卸売業者から次のとおり卸売の業務を廃止した旨の届出があっ

た。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

宇和都市計画道路
３・４・１ 一ノ瀬下宇和線

西予都市計画道路
３・４・１ 一ノ瀬下宇和線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 なし

�愛媛県告示第１６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

宇和都市計画道路
３・４・２ 田之筋線

西予都市計画道路
３・５・２ 田之筋線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第１７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

燧共第１７９号 新居浜市清水町１４番９８号
新居浜漁業協同組合

平成２３年９月２６日付け
愛媛県告示第１１３３号のとおり

平成２４年１月１日から
平成２６年３月３１日まで

燧共第１８０号 〃
〃 〃 〃

燧共第１８１号 新居浜市清水町１４番９８号
新居浜漁業協同組合 外２名 〃 〃

宇区第２６０号 八幡浜市１５２２番地１８
八幡浜漁業協同組合 外３名 〃 〃

廃 止 年 月 日
卸 売 業 者 卸売の業務を行っていた地方卸売市場

の名称
廃 止 し た
取 扱 品 目
の 部 類住 所 又 は 所 在 地 氏 名 又 は 名 称

平成２３年１２月２０日 伊予市灘町３５５番地１２ 有限会社大西鮮魚 伊予市地方卸売市場 水産物部

��������������
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き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

宇和都市計画道路
３・５・３ 駅前通り線

西予都市計画道路
３・５・３ 駅前通り線

�������
�愛媛県告示第１８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

宇和都市計画道路
３・６・４ 馬場別所線

西予都市計画道路
３・６・４ 馬場別所線

�������
�愛媛県告示第１９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

野村都市計画道路
�・３・１ 中村緑ヶ丘線

西予都市計画道路
３・５・５ 中村緑ヶ丘線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 西予市野村町野村

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第２０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

野村都市計画道路
�・小・１ 上野清瀬線

西予都市計画道路
３・６・６ 清瀬線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 西予市野村町野村

� 削除する部分 西予市野村町野村

�������
�愛媛県告示第２１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

三瓶都市計画道路
�・３・１ 朝立屋敷線

西予都市計画道路
３・５・７ 朝立屋敷線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

三瓶都市計画道路
�・３・２ 朝立津布理線

西予都市計画道路
３・６・８ 朝立津布理線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 西予市三瓶町津布理

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。
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平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

三瓶都市計画道路
�・３・３ 朝立海岸線

西予都市計画道路
３・６・９ 朝立海岸線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 西予市三瓶町朝立

� 削除する部分 西予市三瓶町朝立

�������
�愛媛県告示第２４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

三瓶都市計画道路
�・小・４ 安土有網代線

西予都市計画道路
３・６・１０ 朝立有網代線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 西予市三瓶町朝立

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第２５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び西予市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

三瓶都市計画道路 �・小・３ 俵津三瓶線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 西予市三瓶町朝立及び津布理

�������
�愛媛県告示第２６号
建築基準法に基づく建築確認申請除外区域の指定（昭和４８年１２月

愛媛県告示第１２０１号）は、平成２５年１２月３１日限り廃止する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市新居浜土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

平成２４年１月１０日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 源 代 富 一 新居浜市中須賀町１－４－２１

�������
�愛媛県告示第２８号
西条市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・掛井出地区）の施行は、適当と認められるので、地域の自

主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条の規定によ

りなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定による改正前

の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦

覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・掛井出地区）

計画書の写し

� 西条市市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条

例の写し

２ 縦覧期間

平成２４年１月１１日から２月７日まで

３ 縦覧場所

西条市役所丹原総合支所

�������
�愛媛県告示第２９号
西条市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整備事業・

玉之江西地区）の施行は、適当と認められるので、地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条の規定によりなお

従前の例によることとされる同法第５９条の規定による改正前の土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成２４年１月１０日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用道路整備事業・玉之江西地区）計

画書の写し

� 西条市市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条

例の写し

２ 縦覧期間

平成２４年１月１１日から２月７日まで

愛 媛 県 報平成２４年１月１０日 第２３３２号
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３ 縦覧場所

西条市役所東予総合支所

�������
�愛媛県告示第３０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２４年１月１０日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２３年１２月２２日

３ 指定道路の位置

四国中央市妻鳥町字宮ノ東１４６１番１

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２６．４０メートル

� 幅員 ６．００メートル

�愛媛県告示第３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大三島環状線
今治市大三島町肥海１８５９番から

同町肥海２１３２番７まで
平成２４年１月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町野村１０号４７２番３から

同町野村１０号４７９番４まで

旧 １０．０～２１．３ ０．０４８

新 １０．０～２４．４ ０．０４８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町阿下６号６５７番２から

同町阿下７号３３番７まで

旧 １３．２～３９．０ ０．１１５

新 １３．２～４２．０ ０．１１５
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和野村線
西予市野村町阿下６号６５７番２から

同町阿下７号３６番２まで

旧 １２．５～２０．６ ０．１２８

新 １２．８～２４．２ ０．１２８

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年１２月１５日 特定非営利活動法人和道 江 島 宏 明 松山市居相３丁目１４番１８号 この法人は、介護事業の領域を超えたケアマネ
ージメントの実現のため、各分野の専門家でつ
くる情報ネットワークを活用し、福祉・法務・
財務などのトータルサポート体制の推進等に関
する事業を行い、高齢者の生活全般の支援に寄
与することを目的とする。

平成２４年１月１０日 発行

愛 媛 県 報平成２４年１月１０日 第２３３２号
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